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 附則（令和7年11⽉26⽇ CNS1サ第000400013804-01号） 

（実施期⽇） 

１ この改正規定は、令和7年12⽉3⽇から実施します。 

 （経過措置） 

 ２ この改正実施前に支払又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお、従前のとおりとします。 

 ３ この改正実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱につい

ては、なお、従前のとおりとします。 

  

 

 


